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介護予防通所介護及び

第１号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)

重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています

（事業所番号　３８７０６００９３３）

　

　　　＊　当サービスの利用は、原則として要支援と認定された方々が対象となります　＊

＊　当事業所はご利用者様に対して、指定介護予防通所介護サービスを提供します　＊
事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

１．事業者

（１）法人名　　　　　　有限会社　キャンパス

（２）法人所在地　　　　愛媛県西条市丹原町池田１６５１－１

（３）電話番号　　　  　０８９８－６８－７０２５
（４）代表者氏名　　　　代表取締役　　黒川洋輔
（５）設立年月日　　　　平成16年2月23日

２．事業所の概要

（１）事業所の種類　　　第１号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)

（２）事業所の目的　　　第１号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)は、介護保険法令に従い、ご利用者様がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する事を目的として、サービスを提供します。

（３）運営上の方針　　　第１号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)従事者は、要支援者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにご家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。事業の実施にあたっては、西条市・今治市、地域の指定包括支援センター等と綿密な連絡を図り、総合的な保健・医療・福祉サービスの提供に努めます。
（４）事業所の名称　　　デイサービスセンター丹原
（５）事業所の所在地　　愛媛県西条市丹原町池田1651-1
（６）電話番号　　　　　０８９８－６８－４３５６
（７）ＦＡＸ番号　　　　０８９８－６８－７３１１
（８）センター長　　　　森川顕吾
（９）事業所理念　　　　『想い』を語れる、『楽しい』デイをつくっていきます
（10）指定年月日　　　  平成１８年３月２７日

（11）利用定員
　　 　　 １日あたり３５名

３．事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域　　西条市
（２）営業日及び営業時間

　　　営業日　月曜日　～　土曜日

　　　　　　　年末年始（12月31日～1月3日）を除く。
　　　営業時間　　 　　　 ８：１５　～　１７：１５
　　　サービス提供時間　　９：００　～　１７：００
　　　　　　　上記時間は基本のサービス提供時間となります。送迎の関係で、基本時間を変更
して、サービスを提供させて頂く事もございます。

４．職員の配置状況
当事業所では、ご利用者様に対して第１号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
〈 主な職員の配置状況 〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
	職種
	職務内容
	人員数
	常勤
	非常勤

	１．管理者
	職員及び業務の管理
	1名（機能訓練指導員と兼務）
	１名
	

	２．生活相談員
	利用者及び家族からの相談・苦情に対応
	3名（3名 介護職員と兼務）
	3名
	

	３．介護職員
	通所介護計画に基づいたサービスの提供
	7名(3名 生活相談員と兼務)
	5名
	2名

	４．看護職員
	身体状況を把握し、健康状態に配慮したサービスの提供
	4名
	3名
	1名

	５．機能訓練指導員
	個別機能訓練計画を作成・実施
	6名（１名　管理者と兼務）
	2名
	4名


５．サービスの内容

①食事
・当事業所では、新居浜給食センターの栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、食事を提供いたします。また、ご利用者様の摂食・嚥下能力を考慮した食形態を提供します。

・ご利用者様の食事の自立について、必要な支援を行います。

（食事時間）　　１２：００～１３：００
②入浴

・ご利用者様の身体状況に応じて、適切な介助のもと、清潔な身体が保てるよう援助いたします。

③排泄

・排泄の自立を促すため、ご利用者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。
④機能訓練

・担当者により、ご利用者様の身体状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又はその減退を防止するための訓練を実施します。

　⑤送迎サービス

・ご利用者様の希望時間を尊重し、安全に、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

　⑥健康チェック

・看護職員により、血圧・脈拍・体温測定をもとに、健康な心身で日常生活が送れるよう援助いたします。

　⑦アクティビティ

　　・教養、趣味、娯楽などの活動をしていただく機会を作るよう配慮します。

　⑧その他

・ご利用者様及びそのご家族の介護等に関する相談や助言を行います。

６．サービス利用料金（円）　　

　　利用料金表をご確認ください。
７．サービス利用の中止・変更・追加

○利用前日に、ご利用者様より、１７：１５までに介護予防通所介護サービス利用のキャンセルの連絡がなかった場合、事業者はご利用様に対して、食事代のキャンセル料（680円）を請求させて頂きます。又、ご利用日前日（営業日）17：15までのご連絡ではキャンセル料無料です。
○利用予定日の前に、ご利用者様の都合により、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日をご契約者に提示して協議します。

８．サービス利用料金のお支払い方法

 　　　(1)自己負担金は、原則的にＡ.自動口座引落にてお支払頂きますようお願い致します。ただし、やむを得ない事情がある場合につきましては、Ｂ.のお支払方法も受付いたします。

　　　　 Ａ.自動口座引き落とし
・ご指定の金融機関の口座から月1回、翌月所定の振替日（土日祝日の場合は翌

　　　　　 銀行営業日）に引き落としさせていただきます。

　　　　　　・口座引き落としの手続き完了までの期間及び介護保険上の事情により請求が遅れた場合や残高不足等の事情により口座振替が出来なかった場合の自己負担金についてはＢの方法をお願いいたします。

　　　　 Ｂ.現金払い（翌月20日前後にご請求をさせていただきます。）　

（2）上記の利用料負担金は「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載しています。居
宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったんご利用者様が利用料（１０割）を支払い、その後市町村に対して、ご利用者様が保険給付分（９割）を請求することになります。

＊サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合は、超えた全額分については全額自己負担となります。（この場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、ご利用者様の同意を得ることになります。）

９．事故発生時の対応

　　事故防止には最善を尽くします。万が一、事故が発生した場合は以下の点に留意して対応させて頂きます。

○事故が発生した場合、予めお知らせいただいている「緊急連絡先」へ速やかに連絡します。また必要に応じて地方公共団体など関係機関にも連絡します。

○事故を調査した結果に基づいて、ご利用者様やご家族様等にその発生状況やその後の対応について事実を十分に説明します。

○事故後の対応にあたっては、ご利用者様やご家族様の気持ちを考え、誠意ある態度で対応します。

○ご利用者様の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかにご利用者様に対して損害を賠償します。但し、ご利用者様に重大な過失がある場合は、事業所は賠償責任を免除、または賠償額を減額されることがあります。尚、事故発生後の再発防止について是正処置計画を立案し対策を講じることとします。

1０．緊急時等の対応

　　　事業者は、ご利用者様に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他、緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じます。

11．非常災害対策

事業者は、非常災害にそなえて具体的な計画を定め、年２回以上の避難救出訓練を実施します。

12．注意事項
デイサービスセンター内で、心地よく過ごして頂くために下記の行動は、ご遠慮して頂きたいと思います。 尚、ご相談がある場合は、センター長または生活相談員が対応させて頂きます。

○ご利用者様同士の金品の貸し借り、売買行為。

○貴重品の持ち込み。

○デイサービスの提供飲食物（昼食、おやつ等）の持ち帰り。

○持ち込みでの飲酒・飲食。
○デイサービス利用時間内の無断外出。

○ハラスメント行為
（カスタマーハラスメントの事で、身体的な暴力・精神的な暴力・セクシャルハラスメントなどの事）
○喫煙所以外での喫煙。

13．苦情の受付け・対応について
（1） 当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。

· 苦情受付窓口　　　　〈職名〉 管理者　　 　　戒田　聡
· 苦情解決責任者　　  〈職名〉 センター長　　 森川顕吾
· 受付時間　　　　　 　 毎週　月曜日～土曜日　 8:15～17:15
（2） 対応
「要望」「苦情」に対しましては「サービス向上への提言」として受け止め、全スタッフが情報を共有し、改善に向けて取り組んで参ります。

（3） 行政機関その他苦情受付機関

　　当事業所以外に、下記の窓口にて相談・苦情等を受け付けています。

	西条市福祉部
長寿介護課
	電話番号　　０８９７－５６－５１５１
(受付時間：月～金曜日　8：30～17：15)

	愛媛県国民健康保険
団体連合会
	電話番号　　０８９－９６８－８８００
(受付時間：月～金曜日　9：00～17：00)

	愛媛県社会福祉協議会
	電話番号　０８９－９２１－８３４４
(受付時間：月～金曜日　9：00～12：00　13：00～17：00)


